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１【提出理由】

　平成27年６月27日開催の当社第15期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成27年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　吸収合併契約承認の件

平成27年７月１日を効力発生日とし、当社を吸収合併存続会社、株式会社アイフリークモバイルを吸

収合併消滅会社とする吸収合併を行うものであります。

 

第２号議案　定款一部変更の件

ⅰ：第１号議案「吸収合併契約承認の件」に記載のとおり、平成27年７月１日を効力発生日として、

株式会社アイフリークモバイルを当社に吸収合併いたしますが、事業活動を株式会社アイフリークモ

バイルが行っており、既に当該社名が市場に浸透していることから、当社の商号を株式会社アイフ

リークモバイルと変更するため、現行定款第１条を変更し、併せて、平成27年７月１日に効力が発生

する旨の附則を設けるものであります。

ⅱ：「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに

業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結すること

が認められたことに伴い、現行定款第30条第２項及び第41条第２項の一部を変更するものでありま

す。

 

第３号議案　取締役４名選任の件

谷内　進、芦田　克宣、紀伊　克彦を取締役に選任するものであります。

鴇崎　俊也を社外取締役に選任するものであります。

 

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案 47,339 789 － （注）１ 可決　93.07%

第２号議案 47,323 805 － （注）１ 可決　93.04%

第３号議案      

谷内　進 47,180 948 －  可決　92.75%

芦田　克宣 47,180 948 － （注）２ 可決　92.75%

紀伊　克彦 47,171 957 －  可決　92.74%

鴇崎　俊也 47,180 948 －  可決　92.75%

（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

 

以　上
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